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(57)【要約】
　平行移動とそれに続く回転移動を含む移動によって容
器が注入アセンブリに固定可能な、容器（２０２）と注
入アセンブリ（２０４）を有する薬剤投与システム（２
００）である。容器及び注入アセンブリの内の一方は、
回転移動に応じて阻止位置と非阻止位置との間で移動可
能な一以上の阻止要素（２０７）を備えている。各阻止
要素により、他方の容器と注入アセンブリを係合させる
ことが可能である。容器は前記薬剤投与システムで使用
するのに適している。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　－リザーバに薬剤を収容するハウジングと、放出口に向けて遠位方向に移動できること
により、リザーバの容量を減少させて放出口から薬剤を放出させる、滑動可能に設けられ
たピストンとを備える容器、及び
－容器を少なくとも部分的に受けるための容器を受け入れる空洞部を有する注入アセンブ
リであって、容器を係合させることにより、注入アセンブリの駆動手段が容器のピストン
を遠位方向に移動させることを可能にする注入アセンブリ
を備え、
注入アセンブリにより、容器の第２固定手段と嵌合する第１固定手段が画定されて、容器
が注入アセンブリに固定され、この固定移動が第１軸に沿った相対的な軸方向の移動とそ
れに続く第１軸の周囲の相対的な回転移動から成り、
注入アセンブリが、一以上の阻止要素を備え、各阻止要素が、第１軸から前記容器を受け
入れる空洞部の中へと半径方向に延びている状態の第１位置から、外側に向かって半径方
向に移動した状態の第２位置へと移動可能であり、また阻止要素は、前記回転移動に応じ
て前記第１位置から前記第２位置まで移動可能である一方、軸方向の力が作用したときに
は前記第１位置から前記第２位置までの移動が阻止され、且つ
容器が、所定数の前記阻止要素を受ける軸方向に延びた凹部により形成された壁部分を備
え、これにより、容器が前記容器を受け入れる空洞部の中に軸方向に沿って挿入可能とな
る、薬剤投与システム。
【請求項２】
　容器が、凹部を画定する複数の壁部分を画定し、凹部の少なくとも一の壁部分が、容器
が注入アセンブリに対して回転したとき、阻止要素を外側に向かって半径方向に移動させ
る、請求項１に記載の薬剤投与システム。
【請求項３】
　阻止要素が、前記第１軸に平行な回転軸に対して回転可能に取り付けられているか、又
は前記回転軸に対して傾斜した軸に沿って回転可能に取り付けられている、請求項１又は
２に記載の薬剤投与システム。
【請求項４】
　阻止要素が、軸方向の力が阻止要素に加わった時にはほぼ柔軟性のない柔軟性要素であ
り、注入アセンブリに対して回転している容器部分から力が加わったときには半径方向に
屈曲可能である、請求項１～３のいずれか１項に記載の薬剤投与システム。
【請求項５】
　前記第２固定手段に対する前記凹部の位置が、前記容器に収容される薬剤の種類専用で
ある、請求項１～４のいずれか１項に記載の薬剤投与システム。
【請求項６】
　阻止要素が、許容されないと定義された容器の軸方向の進入を阻止することにより、許
容されない容器が前記の相対的な回転移動に嵌合することが防止される、請求項１～５の
いずれか１項に記載の薬剤投与システム。
【請求項７】
　第２固定手段が、前記第１軸から離れるように延びる突起部により画定される少なくと
も一つの雄接合部材を備えている、請求項１～６のいずれか１項に記載の薬剤投与システ
ム。
【請求項８】
　第２固定手段が前記容器の近位端に配置されている、請求項１～７のいずれか１項に記
載の薬剤投与システム。
【請求項９】
　第２固定手段が前記容器の遠位端に配置されている、請求項１～７のいずれか１項に記
載の薬剤投与システム。
【請求項１０】
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　容器内に形成された前記凹部の数が１、２、３、４又は５である、請求項１～９のいず
れか１項に記載の薬剤投与システム。
【請求項１１】
　容器が、複数の前記凹部を備え、前記凹部が前記第１軸の周囲に不規則に分布している
、請求項１～９のいずれか１項に記載の薬剤投与システム。
【請求項１２】
　容器のハウジングが、薬剤カートリッジを受けるカートリッジホルダーを備えている、
請求項１～１１のいずれか１項に記載の薬剤投与システム。
【請求項１３】
　固定移動が、第１軸に沿った軸方向のみの相対移動と、それに続いて同時に行われる相
対的な軸方向移動及び回転移動と、その後の前記第１軸の周囲の回転のみの相対移動から
成る、請求項１～１２のいずれか１項に記載の薬剤投与システム。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の薬剤投与システムに使用される容器であって、
穿孔可能な隔膜によって密閉される遠位自由端と、注入アセンブリの駆動手段の作用を受
ける、滑動可能に取り付けられたストッパーとを有するリザーバに薬剤を収容するハウジ
ングと、
注入アセンブリの駆動手段を受ける第２空洞部を有する近位端と、
第１軸に沿った相対的な軸方向移動と、それに続く第１軸の周囲の相対的な回転移動から
成る連続した動きによって、注入アセンブリの第１固定手段に取り外し可能に係合できる
第２固定手段と
を備え、
第２固定手段が、容器の近位端から第１距離に配置される遠位側に向いた表面を有する少
なくとも一の雄接合部材を備え、前記遠位側に向いた表面が対応する注入アセンブリの近
位側に向いた表面に固定可能であり、
容器が一以上の凹部を備え、少なくとも一つの凹部が容器の近位端から前記第１距離より
も長い距離に亘って遠位方向に延びており、凹部が、前記第２空洞部から容器の外側へと
外側に向かって半径方向に延びる自由領域を形成している容器。
【請求項１５】
　少なくとも一の前記雄接合部材が、容器の最近位端に設けられた半径方向に延びる突起
部によって画定されている、請求項１４に記載の容器。
【請求項１６】
　前記一以上の凹部の少なくとも一つが、容器の近位端から前記第１距離の５０％、好ま
しくは７５％、更に好ましくは１００％、更に好ましくは１５０％、更に好ましくは２０
０％、最も好ましくは３００％を超えた距離に亘って延びている、請求項１４又は１５に
記載の容器。
【請求項１７】
　容器が薬剤カートリッジを受けるカートリッジホルダーを備え、カートリッジがカート
リッジホルダーの中に挿入されたとき、カートリッジホルダーの近位端がカートリッジの
近位端を超えて延びることにより、前記一以上の凹部が、前記第２空洞部から半径方向に
外側に向かってカートリッジの外側へ延びる開口部となる、請求項１４～１６のいずれか
１項に記載の容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容器及び注入アセンブリを備える薬剤投与システムに関する。詳細には、本
発明は、容器及び注入アセンブリの内の一方が、容器及び注入アセンブリの内の他方と係
合する柔軟性阻止要素を含む構成の薬剤投与システムに関する。更に、本発明は、各々が
本発明による薬剤投与システムにおける使用に適している容器及び注入アセンブリに関す
る。
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【背景技術】
【０００２】
　一般的に、特定の患者グループが快く受け入れることができる高性能の薬剤投与器具を
提供するために、より進んだ多様性が薬剤投与システムにおいて患者の利便性のために生
まれている。市販の投与システムの数が増えるにつれて、非常に多くの異なるタイプの薬
剤保持カートリッジまたは容器が供給される。これらのタイプの容器のほとんどが種々の
態様で異なっている。
【０００３】
　各薬剤容器には、非常に多くの種類の異なる薬剤から選択される特定タイプの薬剤が充
填されるだけでなく、異なる種類の同じクラスの薬剤（例えば、即効型インスリンまたは
長時間作用型インスリン）、及び異なる濃度の各特定薬剤を容器に収容することができる
。
【０００４】
　更に、容器の容積を種々の大きさに調整して、各容器をカスタマイズすることができる
ので、投与システムを特定ユーザのニーズにカスタマイズすることができる。容器の容積
の変更は、容器の長さ、または直径を変更することにより行なうことができる。これらの
変更は普通、変更に応じて薬剤投与システムの注入アセンブリを変更することにより、薬
剤を容器から放出する駆動要素の特定ストロークが得られる、または最適な注入精度が得
られることを意味する。更に、異なる薬剤容器の区別は、容器に収容されるピストンに必
要な滑動摩擦のような各特定の薬剤投与システムに関する設計上の要件によって行うこと
もできる。
【０００５】
　非常に多くの種類の利用可能な容器を区別するために、非常に多くの容器コード化シス
テムが開発されており、このシステムでは、特定容器に対する電子読み取り、及び電子認
識を主として利用して、専用の投与器具による特定タイプの薬剤の投与を可能にする。次
の機械的コード化システム（ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ）がこ
の技術分野において知られている。
【０００６】
　米国特許第５６１１７８３号明細書はペン型注射器に関するものであり、ペン型注射器
は、アンプルを含むことができる遠位部と、そして注入量設定駆動機構を含む近位部を備
える。近位部及び遠位部は連結バヨネットカップリング手段を有する。凸部を設けて、所
定の遠位部が、所定の近位部と接続されてのみ使用可能である状態を確保するパターンを
形成することができる。
【０００７】
　国際公開第０３／０１７９１５号パンフレットには、機械的コード化手段を備える遠位
端を有するカートリッジが開示されている。機械的コード化手段は円形凸部の形態を有し
、この場合、円形外径部は、カートリッジに収容されるインスリンの特定濃度のためにの
み利用される。
【０００８】
　米国特許第５６９３０２７号明細書には、標準カートリッジを、選択された注射器に適
合させるプラスチック製の上側部分が開示されている。プラスチック製の上側部分には、
注射器の該当する手段とキー係合する手段を設けて、キー係合する手段に注射器のカート
リッジを取り付けると、キー係合手段が回転することができないようにすることができる
。或る種類の注射器では、カートリッジと注射器との間のこのようなキー係合を更に使用
することにより、或る種類のカートリッジしか使用されない状態を確保する。
【０００９】
　米国特許第６６４８８５９号明細書には、薬剤投与ペン（ｍｅｄｉｃａｔｉｏｎ　ｄｅ
ｌｉｖｅｒｙ　ｐｅｎ）の再利用可能なペン本体アセンブリと一緒に使用される薬剤カー
トリッジアセンブリが開示されている。相互使用を無くすために、ペン本体アセンブリ及
び薬剤カートリッジをキー係合する、すなわちペン本体アセンブリ及び薬剤カートリッジ
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を、該当するネジ山及びネジ溝、バヨネットねじ込み形ネジ山及びネジ溝、スナップ嵌合
機構、または極性が逆になるルアーロック方式で嵌合する突起ペアによって螺合させるこ
とができる。嵌合部材は、他のアセンブリとの相互使用を防止するように選択される、例
えばネジ山のピッチに角度を付けて、互いとのみ嵌合することができ、かつ他のアセンブ
リとは嵌合しないようにすることができる。
　先行技術による更に別のシステムが独国特許第２０１１０６９０号明細書に記載されて
いる。
【発明の概要】
【００１０】
　本発明の好適な実施形態の目的は、公知のシステムに取って代わるシステムを提供する
ことにある。更に、本発明の好適な実施形態の目的は、非常に多くの可能なコード化機構
を用いる薬剤投与システムを提供することにある。
【００１１】
　更に、本発明の好適な実施形態の目的は、所定の薬剤投与システムの容器及び注入アセ
ンブリを互いに接続し／容器及び注入アセンブリの互いの接続を解除するときに、相互に
互換性のある一連の容器／注入アセンブリの中からの特定の選択に関係なく、ユーザが、
固定するためのほぼ同じ操作上の動きを行なえるようなコード化システムを提供すること
にある。更に、本発明の好適な実施形態の目的は、異なるコード化が行なわれる非常に多
くの容器／注入アセンブリを有するシステムを提供すると同時に、機械的故障の可能性を
最小にした凹凸システムを実現することにある。
【００１２】
更に、本発明の好適な実施形態の目的は、容器を注入アセンブリに固定する簡便な固定機
構を提供することにある。
【００１３】
　第１の態様では、本発明は薬剤投与システムに関するものであり、薬剤投与システムは
、
－薬剤をチャンバに収容するハウジング、及び遠位方向に流出口に向かって移動すること
によりチャンバの容積を減らして薬剤を流出口から放出する、滑動可能に配置されている
ピストンを備える容器と、
－容器を少なくとも部分的に受けて注入アセンブリに容器を係合させ、これにより、注入
アセンブリの駆動手段が容器のピストンを遠位方向に移動させることができる、容器を受
け入れる空洞部を有する注入アセンブリを備え、
－注入アセンブリは第１固定手段を画定し、第１固定手段が容器の第２固定手段と係合す
ることにより容器が注入アセンブリに固定され、固定運動は、第１軸に沿った相対的な軸
方向移動とそれに続く第１軸周囲の相対的な回転移動から構成されており、
－注入アセンブリが、一以上の阻止要素を備え、前記一以上の各阻止要素が、阻止要素が
前記第１軸に対して前記容器を受け入れる空洞部の中へ半径方向に延びている第１位置か
ら移動可能であり、阻止要素が外側に向かって半径方向に移動される第２位置へ移動可能
であり、前記相対的な回転移動に応じて、前記第１位置から前記第２位置まで移動可能で
あり、その間に軸方向の力が作用したときに前記第１位置から前記第２位置までの移動が
阻止され、
容器が、所定数の前記阻止要素を受ける軸方向に延びた凹部で形成された壁部分を備え、
これにより、容器が前記容器を受け入れる空洞部の中に軸方向に挿入されることが可能に
なる。
【００１４】
　本発明によれば、薬剤投与システムの結合部品の縁に沿った、阻止要素と、対応する軸
方向に延びた凹部の配置分布を変化させることにより、異なるコード化の変異形が得られ
る。これにより、第１薬剤投与システムの容器がコード化され、第２薬剤投与システムの
注入アセンブリへの容器の固定を確実に不可能にすることができる。同じように、第２薬
剤投与システムの容器をコード化して、第１薬剤投与システムの注入アセンブリへの容器
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の固定を確実に不可能にすることができる。したがって、本発明による薬剤投与システム
では、所定の容器のみを特定の注入アセンブリに取り付けることができるため、ユーザー
の安全性が向上する。このため、注入アセンブリは、所定の種類及び／又は濃度の薬剤に
使用され、別の濃度又はタイプの薬剤を収容している容器を注入アセンブリに取り付ける
ことができないように指定することができる。
【００１５】
　本発明によるシステムには、例えばバヨネット接続器具等の、軸方向移動とそれに続く
回転移動を含む接続方式に従って容器を注入アセンブリに固定させるための接続器具を組
み込む際にも、軸方向に延びた凹部によって画定されるコード化特性の寸法が最小化され
るという利点がある。これにより、明確な容器のコード化のより広いバリエーションの可
能性が出てくる。加えて、本発明のコード化特性に要するスペースは相対的に小さいため
、凹部を含むコード化システムの部分を、固定された雄コード化要素に大きい角度を成す
雌形開口部を要するシステムよりも更に頑丈にすることができる。本発明によれば、デバ
イスは一以上の阻止要素の回転移動を変化させ、これに対応して該当する一以上の凹部の
回転位置を変化させることによりコード化することができる。しかしながら、容器を注入
アセンブリに接続及び注入アセンブリから接続解除するための全体的な特定のユーザーイ
ンターフェースは、異なるコード化を行ったシステムにおいても同一に保たれる。これは
特に、異なる種類の薬剤を投与するために幾つかの異なるコード化が行われた投与システ
ムを定期的に使用するユーザーにとって有益である。
【００１６】
　本発明の本文では、「ｍｅｄｉｃａｌ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ　ｓｙｓｔｅｍ（薬剤投与シ
ステム）」という用語は、薬物を含有する流動性薬剤を投与する機能を備える全てのシス
テムとして解釈されるものとする。
【００１７】
　薬剤投与システムの例は、注入ポンプアプリケーション、注入器（ｄｏｓｅｒ）、ペン
型注入器、モータ駆動注入器、及びＡｕｔｏＰｅｎ（オートペン：ＴＭ）のような自動注
射器である。
【００１８】
　本発明は、薬剤をユーザーに投与器具の注入アセンブリに接続されるように適合させた
容器から投与する機能を備える全ての種類の薬剤投与器具に適用することができる。投与
器具は、薬剤を経皮的投与、皮下投与、静脈内投与、筋内投与、または肺内投与する全て
の投与器具を含むことができる。
【００１９】
本明細書で使用するように、「ｍｅｄｉｃａｍｅｎｔ（薬剤）」という用語は、薬物を含
有する流動性薬剤の全てを指すために使用され、この流動性薬剤は中空針又はカニューレ
のような投与手段を制御下で通過することができるものであって、例えば液体、溶液、ゲ
ル、または微細懸濁液などである。また、投与前に液体形態に溶解される凍結乾燥薬も、
上記の定義に含まれる。代表的な薬剤としては、ペプチド、タンパク質（例えば、インス
リン、インスリン類似化合物、及びＣ－ペプチド）、及びホルモンのような調合薬、生物
学的に誘導される調製物、または活性物質、ホルモン剤及び遺伝子薬剤、栄養調合剤及び
他の物質を挙げることができ、これらの物質の固体（調剤）、液体の両方が含まれる。
【００２０】
　容器のチャンバ又はリザーバは、容器の一つ以上の側壁及び滑動可能に配置されるピス
トンによって画定することができる。ほとんどの実施形態では、容器の少なくとも一部分
がリング状であり、かつピストンを収容する円筒形空洞を画定する。容器の遠位端は、カ
ニューレが貫通するための密閉部を含むことにより、チャンバに収容される薬剤をカニュ
ーレ又は管等の投与手段を通して放出することができる。容器の遠位端は、カニューレを
保持するホルダーに取り付けられるように適合させることができる。例えば、容器の遠位
端は、ホルダーの該当するネジ部と螺合するように適合させたネジ部を含むことにより、
ホルダーを容器にネジ締めすることができる。あるいは、容器の遠位端が注入セットに接
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続可能であってもよい。
【００２１】
　容器の流出口は、カニューレまたはニードル、またはニードルハブ、または注入セット
、或いは容器に収容される薬剤との流体接続を可能にする他のいずれかの流体連通導管と
連結、またはこれらの要素によって画定されるように適合させることができる。
【００２２】
　注入アセンブリの駆動手段は、ピストンを遠位方向に移動させるように適合させたピス
トンロッドを含むことができる。ピストンロッドは、ピストンよりも剛性が高い要素を含
むことができ、そして当該要素は、ピストンの近位側に向いた表面の少なくとも一部分、
好ましくはほとんどの部分に当接することにより、ピストンロッドによって高剛性要素に
加えられる力が、ピストンロッドがピストンに直接係合している場合よりも、ピストンの
近位表面の相対的に広い領域に加わるようになっている。ピストンロッドは、直接又は注
入アセンブリ及び／又は容器に位置する他の部品を介して、駆動力をピストンに伝達する
ように構成されていてもよい。
【００２３】
　注入アセンブリは第１固定手段を画定し、第１固定手段は、容器を注入アセンブリに固
定している間に、容器の第２固定手段と係合する。一の実施形態では、注入アセンブリの
第１固定手段の近位側に向いた表面は容器の第２固定手段の遠位側に向いた表面に係合す
る。
【００２４】
　容器を注入アセンブリに接続する接続方法は、例えば螺旋移動等の軸方向及び回転の同
時移動を含む。軸方向及び回転の同時移動によって引き起こされた回転移動は、例えば１
２０度未満、９０度未満、６０度未満、３０度未満、２０度未満等の一回転未満である。
第１固定手段の近位側に向いた表面と第２固定手段の遠位側に向いた表面が係合すると、
容器の注入アセンブリに対する回転により、容器と注入アセンブリが相互に引き寄せられ
ることが可能になる。
【００２５】
第１の実施形態では、注入アセンブリの第１の固定手段は、容器の第２の固定手段によっ
て画定される突出部又は雄部材を受容するようになっている溝を画定する。容器を注入ア
センブリに固定する際、注入アセンブリの第１の固定手段の実質的に近位側に向いた表面
は、容器の実質的に遠位側に向いた表面に係合する。所定の移動は、係合する表面の少な
くとも一方の形状によって規定される。さらなる実施形態では、第２の固定手段は、複数
の、例えば２つ、３つ又は４つの突出部を画定し、第１の固定手段は、その突出部に係合
する複数の対応溝を画定する。
【００２６】
第２の実施形態では、１つ又は複数の溝は容器により画定され、１つ又は複数の突出部は
注入アセンブリにより画定される。第３の実施形態では、容器は、注入アセンブリによっ
て画定される対応する突出部及び溝に係合する溝及び突出部の組み合わせを規定する。
【００２７】
　本発明では、「溝」及び「突出部」という用語は、第１及び第２固定手段に関連しての
み使用し、「凹部」及び「突起」という用語は、回転要素の係合／収容機構及び第２部分
の延伸コード化機構に関連してのみ使用する。しかし、「溝」、「凹部」及び「雌部材」
は、同義であり、「突起」、「突出部」及び「雄部材」は同義であると考えられたい。
【００２８】
　第１及び第２固定手段は、解除可能に又は解除不能に係合することが可能であってよい
。固定手段が解除不能な係合方法によって係合したとしても、本発明により、例えば製造
中等の薬剤投与装置の最終組立前に、取り違えに対する安全性を向上させることができる
。
【００２９】
　一実施形態では、阻止要素の数は１、２、３、４又は５のように選択され、各阻止要素
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が第２部分の該当する／嵌合する／一致するくぼみと係合するようになっている。しかし
、阻止要素の主な目的は、注入アセンブリの容器を収容する空洞部への容器の軸方向の進
入を防止又は制限することである。上記の「該当する／嵌合する／一致する」という用語
は、必ずしも形状的に適合する係合を意味しない、つまり凹部が阻止要素よりも（周辺方
向において）かなり幅が広くなる可能性がある。
【００３０】
　一実施形態では、凹部は阻止要素よりも（周囲が）広いため、阻止要素が凹部内部で回
転可能に動くことができ、これにより第２部分が、第１位置から第２位置まで阻止要素を
動かすことなしに凸部が凹部に嵌合するときに、回転要素に対して回転することができる
。
【００３１】
　別の実施形態では、阻止要素と凹部はほぼ同じ周辺幅を有することができる。あるいは
、阻止要素の幅が凹部より多少広くなっていてもよい。
【００３２】
　一実施形態では、阻止要素が凹部に嵌合するようにするために、第１及び第２固定手段
が少なくとも部分的に係合するように、第１及び第２固定手段と阻止要素及び凹部が構成
されている。別の言い方をすると、容器を注入アセンブリに固定するときに、（第１及び
第２固定手段の）突起部が少なくとも部分的に（他方の前記第１又は第２固定手段の）溝
に嵌合していないと、阻止要素が凹部に嵌合することができない。
【００３３】
　一実施形態では、注入アセンブリにより一以上の阻止要素が画定される。ある実施形態
では、阻止要素は許容されない容器の軸方向の進入を阻止するために、容器を受け入れる
空洞部内に突出している。別の実施形態では、注入アセンブリの少なくとも一部を受け入
れる空洞部を有する形状適合型容器への許容されない注入アセンブリの接続を阻止するた
めに、阻止要素が外側に向かって半径方向に突出している。更に別の実施形態では、阻止
要素が容器によって画定され、ここで阻止要素が容器の壁内に又は壁から外側に向かって
半径方向に突出している。これらの実施形態では、注入アセンブリには正しい容器をコー
ド化するための、軸方向に延びる凹部が設けられている。
【００３４】
　更に別の実施形態では、容器と注入アセンブリのいずれにも、他方部分の該当する軸方
向に延びた凹部に嵌る一以上の各阻止要素が設けられている薬剤投与装置を含む。
【００３５】
　一実施形態では、投与システムが２つ以上の阻止要素を備えている。２つ以上の阻止要
素は、例えば接合面の周辺部分の周囲に配置される非対称のコード化システムとして機能
するように、相互間の距離が不規則に配置されている。
【００３６】
　一実施形態では、容器は容器の近位端から距離Ｘ１をおいて配置される第２固定手段を
備えている。第２固定手段は、注入アセンブリの雌部材と協働する雄部材であってもよい
。雄部材の軸方向への延びを厚さｔ１に設定できる。上記システムにおいては、一以上の
凹部は距離Ｘ１＋ｔ１を超過する。特定の実施形態では、遠位方向に延びる前記一以上の
凹部の距離は、例えばＸ１＋ｔ１×１．５、Ｘ１＋ｔ１×１．７５、Ｘ１＋ｔ１×２、Ｘ

１＋ｔ１×２．５、Ｘ１＋ｔ１×３、及びＸ１＋ｔ１×４等のように、Ｘ１＋ｔ１を超過
する。
【００３７】
　ある実施形態では、第２固定手段が容器の最近位端に配置されている。
【００３８】
　一実施形態では、一以上の凹部が隣接した区域と比べて陥没している縦型の凹部として
形成されている。上記の形態では、凹部は容器の壁部分の厚さが薄くなっている部分とし
て設けられていてもよい。別の実施形態では、容器には容器の近位端の端面に配置される
中央空洞部が設けられており、ここで凹部は容器の中央空洞部から、容器外部まで外側に
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向かって半径方向に延びている。これにより、凹部は容器の側壁に画定される開口部とな
る。
【００３９】
　一実施形態では、容器は、前記チャンバを画定しているカートリッジホルダー及びカー
トリッジを備えている。第２の固定手段は、カートリッジホルダーによって画定されるか
またはカートリッジホルダーに取り付けることができる。さらに、１つ又は複数の凹部／
１つ又は複数の阻止要素は、カートリッジホルダーによって画定されていてよい。カート
リッジ及びカートリッジホルダーは、２つの別個の要素であってよく、カートリッジは、
カートリッジホルダー内に摩擦により保持されていてよい。一実施形態では、カートリッ
ジはガラスからできており、カートリッジホルダーは、ガラス製のカートリッジを保護す
るための非ガラス材料からできている。カートリッジは、不正改造を防ぐためにカートリ
ッジホルダー内に取り外し不能に保持されていてよい。上記カートリッジを例えカートリ
ッジホルダーから取り外したとしても、カートリッジを道具なしに手で取り付けることが
できない。これによって、カートリッジが空になった場合にカートリッジホルダーを再使
用できず、したがって、誤った薬剤を収容するカートリッジをカートリッジホルダーに挿
入することは不可能であり、また注入アセンブリの使用によって投薬もできないという利
点を得ることができる。カートリッジホルダー及びカートリッジは、一体の要素を画定し
てよい、つまり、シームなしの１つの要素を形成していてもよい。そのような一体の要素
は、Topas（登録商標）又はポリプロピレン製等の環状オレフィン共重合体のような合成
樹脂からなる成型物として形成されていてよい。しかし、容器に収容される特定の薬剤の
長期間の保存のために適した任意の材料を使用することができる。
【００４０】
　一実施形態では、第２固定手段は容器の近位端に接続されている。別の実施形態では、
第２固定手段は、例えば容器の近位端と遠位端の間又は容器の遠位端に更に近い場所に、
容器の近位端から所定の距離延びた位置に接続されている。更に別の実施形態では、第２
固定手段が容器の遠位端に接続されている。
【００４１】
　一実施形態では、容器の近位端から一以上の凹部が延びている。更に別の実施形態では
、凹部が容器の側壁部分から近位端から離れて遠位端まで更に延びている。
【００４２】
　上に説明したように、前記所定の移動の少なくとも一部は軸方向かつ回転方向の同時移
動とすることができる。更に、
－第１及び第２固定手段、及び
－一又は複数の阻止要素と、回転要素及び第２部分の各凹部（群）
の内の少なくとも一つは、所定の移動の軸方向及び／又は回転方向の移動の一部を防止し
て、次の状態：
－第１及び第２固定手段の各固定手段が所定のコード化機構を定義する状態、及び／又は
－阻止要素及び／又は凹部（群）の各々が所定のコード化機構を定義する状態
が生じる場合を除き、注入アセンブリへの容器の接続を防止するように構成することがで
きる。
【００４３】
　更に、
－第１及び／又は第２固定手段の内の一つ以上の固定手段、及び／又は
－阻止要素及び／又は凹部（群）の内の一つ以上
から成るコード化機構は、第１及び第２固定手段の外周方向の長さ、第１及び第２固定手
段の軸方向の長さ、第１及び第２固定手段の半径方向の長さ、及び第１及び第２固定手段
の外周方向の位置の内の少なくとも一つによって定義することができる。
【００４４】
　従って、本発明による薬剤投与システムは複数のコード化機構を提供し、これらのコー
ド化機構の各コード化機構を使用することにより、異なるパターンを指定することができ
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る。例えば、第１及び第２固定手段を使用することにより、薬剤の種類のような薬剤の第
１の所定の特性を指定し、阻止要素の回転位置を使用することにより、薬剤の濃度のよう
な薬剤の第２の所定の特性を指定することができる。コード化機構によって指定すること
ができる特性の他の例は、男性用／女性用薬剤、小児用／成人用薬剤、予防用／治療用薬
剤、遅効性／即効性薬剤である。
【００４５】
　別の構成として、第１及び第２固定手段と、阻止要素の回転位置を余分の要素として利
用することができるので、これらの手段及び位置の内の一方を利用することができなくな
る場合に、他方によって、所定の容器及び注入アセンブリのみを互いに対して固定するこ
とができるようになる。したがって、２つの余分な要素により、安全性のレベルが更に上
がる。
【００４６】
　一の実施形態は、
－前述の特徴及び／又は要素の内のいずれかを有し、かつ前述の特徴及び／又は要素の内
のいずれかを有する第１注入アセンブリに固定される第１容器と、
－前述の特徴及び／又は要素の内のいずれかを有し、かつ前述の特徴及び／又は要素の内
のいずれかを有する第２注入アセンブリに固定される第２容器を備え、
－注入アセンブリの第１固定手段、
－容器の第２固定手段、及び
－一又は複数の阻止要素及び／又は凹部（群）の各々、
の内の少なくとも一つは、第１注入アセンブリ及び第２容器が互いに対して固定されるこ
とを防止し、かつ第２注入アセンブリ及び第１容器が互いに対して固定されることを防止
する。
【００４７】
　更に、第１容器を第１注入アセンブリに接続／接続解除するために必要な所定の移動、
及び第２容器を第２注入アセンブリに接続するために必要な所定の移動は、ほぼ同じとす
ることができる。
【００４８】
　第２の態様では、本発明は、本発明の第１の態様による薬剤投与システムに使用する（
使用するように構成する）のに適する容器に関する。
【００４９】
　第２の態様による発明は、第１の態様による発明のいずれの特徴及び／又は要素も備え
ることができることを理解されたい。詳細には、第２の態様の容器は、本発明の第１の態
様による容器のいずれの特徴及び／又は要素も備えることができる。
【００５０】
　第３の態様では、本発明は、本発明の第１の態様による薬剤投与システムに使用する（
使用するように構成する）のに適する注入アセンブリに関する。
【００５１】
　第３の態様による発明は、第１の態様による発明のいずれの特徴及び／又は要素も備え
ることができることを理解されたい。詳細には、第３の態様の注入アセンブリは、本発明
の第１の態様による注入アセンブリのいずれの特徴及び／又は要素も備えることができる
。
　次に、本発明について図面を参照しながら更に詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】従来の薬剤投与システムを示す図である。
【図２】従来の容器接合システムを示す図である。
【図３】従来の容器接合システムを示す図である。
【図４】４ａ、４ｂ、４ｃは、本発明の第１実施形態による２つの特定の容器接合システ
ムを示す図である。
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【図５】本発明の第２実施形態による容器接合システムを示す図である。
【図６】６ａは、本発明の第３実施形態による容器接合システムを示す図であり、６ｂ及
び６ｃは、本発明の第３実施形態による２つの別の容器の設計図である。
【図７】７ａ、７ｂ、７ｃ、７ｄ及び７ｅは、本発明の第４実施形態による容器接合シス
テムを示す図である。
【図８】８ａ及び８ｂは、本発明の第５実施形態による容器接合システムを示す図である
。
【００５３】
　図１に、注入アセンブリ４に固定される薬剤が充填された容器部分２を備える注射ペン
１を形成する薬剤投与システムを示す。図示した形態では、注入アセンブリ４が、容器２
から薬剤の特定用量を設定及び注射するための装置である。容器２は、穿孔可能なシール
部材５によって密閉された開放遠位部を備えている。容器２は更に、力がピストン１１に
遠位方向に加わったときに、容器２の遠位部に向かって滑動する滑動可能に取り付けられ
たピストン１１を備えている。通常薬剤は、容器２の遠位部に取り外し可能に固定できる
針カニューレ３を通して投与される。容器２が注入アセンブリ４に接合されると注入アセ
ンブリの駆動手段７によって加えられた力がピストン１１に伝わって、容器２に収容され
た薬剤が針３を通って放出される。
【００５４】
　図示した形態においては、容器２は例えば標準のガラスカートリッジ等の薬剤含有カー
トリッジ２’を受ける、カートリッジホルダー２”によって画定される。容器２には、注
射ペンの注入アセンブリ４に容器２を固定するための固定手段（図示せず）が設けられて
いる。
【００５５】
　容器２の固定手段により注入アセンブリ４の固定手段が係合され、この接合によって、
カートリッジの取り外しが不可能な永久接合となり、カートリッジ内に収容された薬剤が
放出された後に廃棄できる予め充填されたペンができる。
【００５６】
　あるいは、容器２の固定手段と注入アセンブリ４の固定手段を取り外し可能に接続し、
事前に空になった容器が廃棄された後に、新しい容器を使用して注入アセンブリを再利用
できるようにしてもよい。
【００５７】
　上述した一般的な投与装置の概念に従って、本出願人により「Ｎｏｖｏｐｅｎ（登録商
標）４」の製品名で最近技術のシリンジデバイスが販売されている。このデバイスにより
、ユーザーが簡単に交換できる使い捨て可能な薬剤カートリッジが利用可能な、耐久性の
ある注入アセンブリを得ることができる。カートリッジホルダーをＮｏｖｏＰｅｎ（登録
商標）４の注入アセンブリに接合させる特定の接合装置により、簡単で直感的及び信頼性
のある接合が可能になる。図２及び３に、カートリッジホルダーの注入アセンブリへの接
合に関連するＮｏｖｏＰｅｎ（登録商標）４の選択部分の詳細図を示す。図２及び３のシ
リンジデバイス１００は、近位部１０４と遠位部１０２を備えている。使用中、近位部１
０４はシリンジデバイス１００から少量放出するための駆動手段（図示せず）を備える注
入アセンブリの一部を形成している。近位部１０４の駆動手段は、中央軸１０６に沿って
近位部１０４のカートリッジを受けいれる空洞部１５０を通って延在するピストンロッド
（図示せず）を備えている。使用中、遠位部１０２は、例えば薬剤カートリッジ（図示せ
ず）等のリザーバを収容するハウジング１０２を有する容器の一部を形成している。更に
、遠位部１０２は、遠位部１０２の遠位端において針アセンブリ（図示せず）を支持又は
針アセンブリに接続するように構成されていてもよい。
【００５８】
　遠位部１０２は、遠位部１０２の両側に配置された２つの雄部材又は突起部１１０を備
えている。これらの突起部１１０は、突起部１１０を対応するトラック内に前進させて近
位部１０４の溝１１２を形成することにより、遠位部１０２を近位部１０４に固定するの
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に使用される。溝１１２は、近位部１０４の内面上のカートリッジを受け入れる空洞部１
５０の内部に画定されている。各溝１１２の特定の形状は、カートリッジを受け入れる空
洞部１５０内に半径方向に突出している、隣接した傾斜状の隆起部１１４によって画定さ
れている。各溝は、近位部１０４と遠位部１０２が適切に配置されたときに、突起部１１
０が対応する開口部に入ることを可能にすることにより、遠位部１０２の軸方向の進入を
受け入れる開口部を有する第１部分によって画定されている。溝１１２の開口部の後は、
内部の周辺方向に沿って走る溝内に徐々に移行する傾斜面が続く、つまり近位側に向いた
表面１１５によって画定されている。この配置により、初期の相対的な軸方向移動を含む
近位部１０２及び遠位部１０４との間の固定移動、そしてそれに続く軸方向と回転を組み
合わせた移動と、最終的な回転のみの移動が可能になる。
【００５９】
　図４ａ及び４ｂに、本発明による薬剤投与システムの第１実施形態の接合部分の分解立
体図を示す。ここで、２００は容器２０２（簡略化のために、容器の遠位端は図面におい
て省略されている）と、注入アセンブリ２０４（遠位部に関連する特定の部分のみを示す
）を備える薬剤投与システムを示す。注入アセンブリ２０４は、雄部材を受け入れる溝を
画定する第１固定手段２１２又は容器２０２上に設けられた第２固定手段２１０を画定す
る突起部を備えている。第１固定手段２１２の溝は、容器２０２がカートリッジを受け入
れる空洞部２５０に軸方向に進入するために適切に配置されたときに、第２固定手段２１
０の雄部材が挿入可能な開口部を画定している。容器２０２は、突起部を溝内に前進させ
ることによって注入アセンブリに固定することができ、これにより、突起部の遠位側に向
いた表面２１１（第２固定手段２１０）が、溝の近位側に向いた表面２１５（第１固定手
段２１２）と係合する。注入アセンブリ２０４と容器２０２との間の相対的な回転におい
て、２つの要素は、遠位側に向いた表面２１１と近位側に向いた表面２１５との間の係合
によって、相互に引き寄せられる。溝の角度範囲に起因して、２つの要素は相互に対して
限られた角度、つまり１回転未満しか回転することができない。
【００６０】
　図示した実施形態では、区別された複数の固定要素２１０及び２１２のペアが２つの要
素として選択されている。しかしながら、区別された複数の固定要素２１０及び２１２の
ペアは、１つから６つの要素まで選択することができる。また、固定要素の周辺分布は、
周辺に沿って均一な分布、あるいは不均一及び非対称な分布に構成することができる。
【００６１】
　シリンジデバイス１００におけるのと同様に、薬剤投与システム２００は、初期の相対
的な軸方向のみの移動、そしてその後の軸方向及び回転を組み合わせた移動、そして最終
的な回転のみの移動を含む、連続的な固定によって容器２０２を注入アセンブリ２０４に
係合させる。これの代替方法として、連続的な固定は、相対的な軸方向移動とその後の回
転のみの移動を含む、つまり従来のバヨネット接続であってもよい。
【００６２】
　図４ａにも、ここで図４ｂと関連させて説明する２つのバネ要素２０７を示す。２つの
バネ要素２０７はバネ鋼でできており、このバネ鋼は屈曲又は屈折してヒンジ部分２０５
を画定している。２つのバネ要素は、バネ要素２０７の端部分が容器を受け入れる空洞部
２５０に突出するように、注入アセンブリ２０４に固定されることにより、阻止要素２０
６となる。阻止要素２０６の各々は、第１非偏向位置（図４ｂに示す静止位置）から第２
偏向位置（図示せず）まで移動することができ、ここで阻止要素２０６は容器を受け入れ
る空洞部２５０の中央から離れるように外側に移動する。阻止要素は、遠位端から近位端
までの軸方向に沿って阻止要素にのみ力が加わったときに、ほぼどんな動きにも抵抗する
ように作られている。これは、図示した特定の実施形態においては、阻止要素を軸方向に
おいて全体的に堅く柔軟性がないように寸法決めすることにより、達成される。
【００６３】
　ある特定の薬剤投与システムの阻止要素の数は、１から４まで、あるいは更なる数の阻
止要素を選択することができる。
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【００６４】
　図４ｂに見られるように、容器２０２には軸方向の凹部２２０が設けられており、この
凹部は容器の近位端から遠位方向に延びている。軸方向の凹部２２０の数が阻止要素２０
６の数と一致していることが好ましい。軸方向の凹部２２０の、容器２０２の第２固定手
段２１０に対する容器２０２の周辺部分に沿った角度方向は、阻止要素２０６の、第１固
定手段２１２によって画定される開口部に対する角度方向と一致する。よって、容器２０
２の雄部材２１０が注入アセンブリ２０４内に形成された溝２１２の開口部に対して適切
に配置されると、凹部２２０が阻止要素２０６に合わせて配置される。
【００６５】
　容器２０２の凹部２２０は、容器が注入アセンブリ２０４の容器を受け入れる空洞部２
５０に軸方向に挿入されるとき、阻止要素２０６を受け入れるように構成されている。図
示した実施形態では、容器が容器を受け入れる空洞部に軸方向に挿入されるときに、凹部
２２０の形状、または凹部２２０の周辺寸法が、固定手段が角度方向に移動し始めるとき
に、阻止要素に対して力を印加する。これにより、凹部の隣に位置する容器の壁部分によ
って、阻止要素２０７を、第１位置から注入アセンブリ２０４に対する容器２０２の角度
方向の移動に応じて軸方向に外側に向かって動かす力が加わる。
【００６６】
　図４ｃに、薬剤投与システム２００’が、薬剤投与システム２００によって投与可能な
第１薬剤とは異なる第２薬剤を投与するように構成されている、本発明の第１実施形態の
第２変形例を示す。ここで、凹部２２０’の容器２０２’の第２固定手段２１０’に対す
る相対的な角度方向は、容器２０２におけるものと異なる。薬剤投与システム２００と同
様に、軸方向の凹部２２０’の、容器２０２’の第２固定手段２１０’に対する容器２０
２’の周辺部分に沿った向きは、第１固定手段２１２’の開口部に対する阻止要素２０６
’の角度方向と一致する。結果的に、容器２０２’は、注入アセンブリ２０４’の容器を
受け入れる空洞部２５０’に完全に軸方向に挿入可能であり、特定の固定移動方式によっ
て定義されるように回転させることも可能である。
【００６７】
　異なる容器の薬剤と、不一致の又は許容不能の注入アセンブリの取り違えを避けるため
に、各々例えば第２固定手段２１０、２１０’と凹部２２０、２２０’等のコード化機能
の特異性分布を有する容器２０２、２０２’は、各カートリッジ内に収容された薬剤に応
じた専用の特定コード化機構となっている。同様に、各注入アセンブリ２０４、２０４’
は、例えば第１固定手段２１２、２１２’及び阻止要素２０６、２０６’等の特定の対応
するコード化機構が設けられている。
【００６８】
　容器２０２’を容器を受け入れる空洞部２０５に挿入するに当たって、容器２０２’の
第２固定手段２１０’は、注入アセンブリ２０４の第１固定手段２１２に形成された開口
部に合わせて配置されてもよい。しかし、この条件が満たされたときに、容器２０２’の
凹部２２０’を注入アセンブリ２０４の阻止要素２０６に合わせて配置することはできな
い。阻止要素２０６が移動せずに軸方向の力に抵抗できるため、容器２０２’の近位側の
縁部分の、容器２０２’の容器を受け入れる空洞部２５０への軸方向の進入が阻止され、
これにより、ユーザーが容易に、容器２０２’が注入アセンブリ２０４に係合するのに合
った種類ではないことに気がつく。ユーザーが容器２０２を注入アセンブリ２０４’に挿
入しようとするときにも同じ条件が適用される。同様に、アセンブリ２０４及び２０４’
は両方とも凹部のないカートリッジホルダーを拒絶するように設計されている。また、例
えば第２固定手段２１０及び２１０’等の容器２０２及び２０２’を正しく設計すること
により、容器２０２及び２０２’のいずれもが、凹部のないカートリッジを受け入れるよ
うに設計された注入アセンブリに適合しないようにできる。この方法によって、薬剤の取
り違えを防ぐ１対１のコード化方式が得られる。
【００６９】
　本発明によると、例えば凹部２２０等の容器のコード化要素を、比較的狭い軸方向に延
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びたスロットとして設計することが可能になり、コード化の目的で確保しなければならな
い要面積が最小化された頑丈な容器が得られる。また、この設計により、多数の独特なコ
ードが、凹部２２０によって定義されるコード化要素のための可能な多数の角度位置を提
供することで得られる。
【００７０】
　図４ａで１番良く見られるように、容器を受け入れる空洞部２５０により、第１固定手
段２１２により画定される開口部それぞれを接続している内部の周辺ランド２４０が画定
される。このランド２４０により、第２固定手段２１０の近位面部分が、ユーザーが初期
に容器２０２を回転させて注入アセンブリ２０４に合わせようとする時に、当接して誘導
される誘導面が得られる。
【００７１】
　第２固定手段２１０の近位面部分は、容器の最近位部分から距離Ｘ１内に位置していて
よい。本発明の幾つかの実施形態では、この距離Ｘ１は最小化、あるいは最終的に、第２
固定手段の近位面部分により、容器の近位端が画定される。阻止要素２０６の遠位部分が
近位方向に距離Ｘ１よりも遠くランド２４０から離れるように阻止要素２０６を位置づけ
することで、ユーザーが容器２０２と注入アセンブリ２０４を最初に初期の角度に配置さ
せるときに、容器の極端な近位部分によって阻止要素２０６を操作することができなくな
る。それと同時に、阻止要素２０６の遠位部分は、第１及び第２固定手段により定義され
るように角度方向の固定移動が開始されるレベルに到達する前に、間違ったカートリッジ
の軸方向の進入を阻止するように、位置づけされることが好ましい。したがって、正しい
容器２０２の凹部２２０が、容器を受け入れる空洞部２５０への完全な軸方向の挿入のた
めに設計されている。ただし、これらの要件を踏まえて、阻止要素２０６の遠位端が上述
した距離Ｘ１に限りなく近づくように位置づけされていることが好ましい。
【００７２】
　通常、第２固定手段２１０を形成する雄部材の軸方向における延びは特性ｔ１によって
定義され、容器が進入口から第１固定手段２１２（ランド２４０の位置と一致する）に、
そして完全に挿入された位置へ移動する容器の全体的な軸方向の移動は、特性ｔ１の約２
倍又はそれ以上である。
【００７３】
　阻止部材の遠位部分がランド２４０の近接位置にあるとき、凹部２２０の最小の長さが
ｔ１の２倍であることが好ましい。しかしながら、固定移動方式は、軸方向移動及び回転
移動の組み合わせからなり、この凹部の最小の長さがより短くなってもよい。通常、容器
２０２の近位端からの凹部の軸方向の長さはｔ１よりも長く、結果的に、第２固定手段の
雄部材が容器の近位端からある間隔をおいて配置されている場合、凹部の軸方向の長さは
より長くなる。通常、凹部の長さは、例えばｔ１＋３０％、ｔ１＋５０％、ｔ１＋１００
％、ｔ１＋２００％、ｔ１＋３００％等、特性ｔ１よりも長くなる。
【００７４】
　本発明の第２実施形態にしたがって、図５に、容器３０２と注入アセンブリ３０４を有
する薬剤投与システム３００を示す。簡略化のために、柔軟なコード化要素に関する部分
のみが含まれている。容器３０２には第２固定手段が備えられ、注入アセンブリには対応
する第１固定手段が備えられている。しかしながら、これらの特徴は図５には示されてい
ない。容器は全体的に第１実施形態に関連して説明した容器に対応しており、阻止要素３
０６と嵌合する一以上の凹部３２０を有している。この実施形態においては、阻止要素３
０６は、注入アセンブリ３０４の凹部３０９にそれぞれ嵌合する２つの端部３０８を有す
る曲がった鋼線を備えている。
【００７５】
　注入アセンブリ３０４に嵌合されると、要素３０６は、阻止要素３０５の中央部分が容
器を受け入れる空洞部３５０の中に延びており、可動部分が第２偏向位置（図示せず）に
向かって移動可能であり、阻止要素３０６が容器を受け入れる空洞部３５０の中央から離
れるように外側に向かって移動する、第１非偏向位置（図５に示す方向付けに対応する静
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止位置）を有する可動部分を有する阻止要素となる。この実施形態による阻止要素３０６
は通常、ペンの中央を通って延びている第１縦軸に対して横方向である軸の周囲で、第１
位置から第２位置までの回転移動を行う。阻止要素３０６及び阻止要素３０６の注入アセ
ンブリ３０４への取り付けにより、遠位端から近位端まで軸方向に沿って阻止要素３０６
にのみ力が加わったときに、阻止要素３０６のほぼどんな動きにも抵抗するように構成さ
れている。図示した特定の実施形態においては、これは阻止要素３０６をペンの軸方向に
おいて全体的に堅く柔軟性がないように寸法決めすることにより、達成される。阻止要素
３０６に適合した凹部３２０を有する容器３０２が容器を受け入れる空洞部３５０に挿入
され、容器３０２が注入アセンブリに相対的に回転すると、この回転の間に容器の側壁部
分３２１が阻止要素３０６を通過した場合に、阻止要素３０６又は阻止要素３０６の一部
がほぼ半径方向に外向きに押される。
【００７６】
　阻止要素３０６の移動は、阻止要素３０６の中央部分が近位方向に移動するのを防ぐ、
追加的な図示しない誘導面によって制限することができる。これは、容器を受け入れる空
洞部３５０の内部に位置する注入アセンブリの図示しない部分によって、実行できる。ま
た、注入アセンブリ３０４の誘導面を形成することにより非偏向位置を設けて、阻止要素
を静止位置に移動させるように阻止要素と協働させることができる。
【００７７】
　図５に示す概念に全体的に適合する第３実施形態を図６ａに示す。ここでも、阻止要素
４０６は曲がった鋼線からできていてよい。使用の際には、鋼線はペンの軸方向に延びる
凹部４０９に取付け可能な２つの自由端を有している。図６ｂ、６ｃ及び６ｄに示すよう
に、容器４０２の軸方向の凹部４２０は、傾斜あるいは湾曲面によって画定され、側壁部
分４２１が阻止要素４０６を操作して外側に向かって移動させる際に、隣接の側壁部分４
２１と阻止要素４０６とを係合しやすくする。傾斜あるいは湾曲面は、側壁部分４２１と
阻止要素４０６との間の接触角を最適化し、これによって、側壁部分４２１を回転させて
阻止要素４０６を通過させるのに要する摩擦力が低減する。
【００７８】
　本発明の様々な実施形態によると、容器の凹部２２０、３２０、４２０、５２０は多数
の異なる形状を持つことができ、これらは添付請求項の範囲内と考慮される。また、凹部
４２０は容器の中央の空洞部（注入アセンブリ４０４の駆動手段を受けるように構成され
ている）から容器４０２の外側の周辺壁面に向かって半径方向に外側に向かって全体的に
延びている開口部として形成されていてもよい。あるいは、阻止要素４０６と注入アセン
ブリ４０４の特定設計にしたがって、凹部は容器の内部の空洞部から外側の壁面まで完全
に延びないが、壁部分の凹状の領域として形成され、これにより隣接領域に対して厚みが
縮小した領域を形成する。
【００７９】
　図７ａ～７ｅに、容器と注入アセンブリの異なる実施形態を示し、注入アセンブリは、
注入アセンブリの容器を受け入れる部分の単一部品として形成された阻止要素５０６を有
し、ここで阻止要素５０６は、ペンの中央軸に平行に延びた軸に沿って回転するヒンジと
して定義されるヒンジ部分に沿って曲がることができる柔軟な部分となる。あるいは、そ
の弾性的性質のために、阻止要素の部分全体にわたって、阻止要素が変形することもでき
る。図示した実施形態では、中央阻止要素が容器を受け入れる空洞部の中に延びている静
止位置に阻止要素５０６を移動させるために、柔軟性部材は、阻止要素５０６に内向きの
力を加えるために取り付けられたバネ部材５０７を有している。
【００８０】
　図７ｂは図７ａに示す図と同様の構造を示すが、ここでは容器の周辺部分に配置された
２つの阻止要素５０６には、適切な結合を可能にするために対応する２つの凹部５２０が
容器内に設けられる必要がある。これらの要件は、図７ｂに図示する実施形態で満たされ
る。図７ｃに、容器が容器を受け入れる空洞部に完全に挿入されているが、固定するため
の相対回転が行われる前であるこれらの部品を示す。



(16) JP 2009-543631 A 2009.12.10

10

20

【００８１】
　図７ｅ及び７ｄに、注入アセンブリの仕様の詳細、更に具体的に阻止要素５０６の遠位
面を示す。阻止部材５０６の遠位面に接触している間に容器の近位側の縁部分をうっかり
回転させた場合に、阻止部材５０６の外向きの移動を阻止するために、阻止部材に容器の
縁部分が入れられる溝５０８が設けられていてもよい。あるいは、容器の内壁面よりもカ
ートリッジの中央から短い間隔に配置した突起部５０９が設けられていてもよい。これら
を実施することにより、阻止部材が第１位置（静止位置）に固定され、正しい容器のみを
受け入れることができる。
【００８２】
　図８ａ及び８ｂに、バネ部材６０７が阻止部材６０６として配置されている更なる実施
形態を示す。ここでは、バネ部材の形状により、注入アセンブリに形成された溝にバネ部
材６０７が正しく挿入され、また保持されやすくなる。バネ部材６０７特有の柔軟性によ
り、バネ部材６０７の端部がカートリッジを受け入れる空洞部に延びている第１位置が画
定される。適合する凹部６２０を有する容器６０２が回転可能に配置されると、容器６０
２は注入アセンブリ６０４の容器を受け入れる空洞部６５０に軸方向に移動させることが
できる。この特定の状態を図８ｂに示す。２つの部品が互いに相対的に回転すると、阻止
部材６０６の柔軟性によって、壁部分６２１が阻止部材６０６を通過して移動することが
可能になる。
【００８３】
　別の図示しない実施形態には、薬剤投与システムの容器部分に、上述したように阻止部
材となる一以上の柔軟性部材が設けられた解決方法が含まれる。このような構成では、注
入アセンブリには、注入アセンブリをそれぞれの特定の容器に割り当てるための対応する
凹部を形成する必要がある。
【００８４】
　幾つかの好ましい実施形態をこれまで示したが、本発明はこれらに限定されず、他の方
法により後述の請求項に定義される主題の範囲内で実体化が可能であることが強調される
べきである。図面は、例えば本発明の薬剤投与システムを注射ペンとして開示しているが
、この特定の投与装置とその形状は、請求項において定義されたように本発明を何ら限定
するものではない。
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